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若者と中小企業との
ネットワーク構築事業

特集「若者と中小企業とのネットワーク構築事業」

特集特集特集特集
若者と中小企業との
ネットワーク構築事業
（平成20年度経済産業省　中央会受託事業）

　今日、就職したくてもできない若者の状況が大きな社会問題となっています。テレビや新聞等にお
いても、フリーターやニートの問題として大きく取り上げられてきました。また、若手人材を十分に
確保できない中小企業の現状も深刻な問題です。優秀な人材の県外流出や一部大企業への集中など問
題が山積しています。そのような状況の中、中央会が行っている事業の一つに「若者と中小企業との
ネットワーク構築事業」があります。今回は、この事業について紹介します。

テーマ：人材発掘と育成が仕事を変える！会社を変える！

（事業目的）
　鹿児島県内の中小企業に対して、若手人材の確保・育成の必要性について理解促進を図るとともに、県
内企業への就職を強く希望する若者に、県内中小企業の魅力を発信し、中小企業との出会いの場を提供す
ることなどにより、中小企業が若手人材を確保できる仕組を作ることを目的とする。

県内の中小企業

若手人材確保に熱心な
中小企業 35 社

鹿児島県若者採用力向上会議

企業見学会実施

調査 ・人材ニーズ調査
・調査分析

組織化支援

募集

県内企業への就職を強く
希望する若者 60 人

地元企業に就職
を希望する若者

セミナー開催
・経営者対象
・採用担当者対象
　（各２回開催）

支援

支援

研修会開催
（５回開催）

コーディネート機関
（鹿児島県中小企業団体中央会）

合同面接会
（マッチング）
（２回開催）

高専・短大・大学・専門学校
ハローワーク・ジョブカフェなど

募集

募集

選　

定

組
織
化

連
携

（体制図）
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特集「若者と中小企業とのネットワーク構築事業」

（事業目的）
１．企業側への働きかけ
　⑴中小企業グループの育成
　⑵経営者向けセミナーの開催：年２回開催予定
　⑶採用担当者向けセミナーの開催
　　年２回開催予定
２．若者側への働きかけ
　⑴若者向け社会人基礎力研修会の開催
　⑵参加企業紹介パンフレットの製作
　⑶若者向けリーフレットの製作
３．接点構築
　⑴合同就職面接会の開催
　⑵企業見学会の実施
（20年度セミナーの予定について）
　・経営者向けセミナー
　　日時：８月５日（火）13：30～15：30
　・採用担当者向けセミナー
　　日時：８月６日（水）13：30～15：30
　　（場所はどちらも鹿児島サンロイヤルホテル）

〈合同就職面接会〉
　この事業の一環として、７月11日（金）鹿児島市の鹿
児島サンロイヤルホテルにて「学生・若年者のための合
同就職面接会」が30企業の参加のもと開かれました。
　当日は、午後からの開催でしたが、学生・一般あわせ
て117名の参加があり、参加者はそれぞれの企業のブー
スにて企業からの説明を受けるとともに、企業側への質
問等を行っていました。また、会場にはハローワーク職
員による職業相談コーナーも併設され、参加者側からの
様々な相談を受け付けていました。
　会場は、参加者及び参加企業の積極的な活動で熱気に
あふれており、双方の真剣さが伝わってきました。

平成19年度経営者向けセミナー

平成19年度採用担当者向けセミナー
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トピックス

「平成20年度中小企業者に関する国等の契約の方針」について

　６月17日、「平成20年度中小企業者に関する国等の契約の方針」（官公需についての中小企業の受注の機
会の増大を図るための方針）が閣議決定されました。
　なお、年度の出来るだけ早期に閣議決定することが中小企業の受注機会の増大に資するとの観点から、
これまでで一番早いタイミングで閣議決定が行われました。
　今回は、この方針の概要について紹介します。

方針のポイント

⑴官公需法の規定等

　国は、官公需法（官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律）により、毎年度、国等の

契約に関する中小企業者の受注機会増大を図るための方針（以下「契約方針」という。）を作成し、閣

議決定している。

⑵20年度の契約方針のポイント

　①中小企業者の受注機会の増大のための主な措置

　　20年度の契約方針においては、以下の措置を追加する。

　　ア中小企業者と農林漁業者との連携による経営資源を活用した物件等の調達の促進

　農商工等連携促進法の施工と併せて、官公需の分野においても同法に規定する経営資源を活用した

物件等の調達を可能な限り促進する。

（例：スギ・ヒノキ材を育成する林業者と木材加工業者が連携して制作した「間伐材を活用した一品

物の自然木製高級応接机」）

　　イ価格と品質が総合的に優れた調達の推進

　総合評価方式など価格と品質が総合的に優れた調達の推進により、ダンピング受注を防止し、技術

力のある中小企業者の受注機会を増大する。また、国は、地方公共団体に対しても同様の取組が行わ

れるよう要請する。

　　ウ仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現に向けた動きを踏まえた計画的な発注への

推進

　計画的な発注は、中小企業が対応できない緊急の発注を削減し、中小企業の受注機会の増大にも資

する。中小企業においても、ワーク・ライフ・バランスへの取組は人材確保の観点からも重要であり、

取り組みやすくする配慮が必要。

　このように、平成20年度においては、「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関す

る法律」の施行に併せ、中小企業者と農林漁業者との連携による経営資源を活用した物件等の調達の促進

に係る措置等が新たに追加されました。

　また、これらの措置等を講ずること等により、平成20年度の中小企業者向け官公需契約目標額について

は、約４兆2,132億円（官公需契約の総予算額に占める中小企業者向けの金額の割合：51％）となるよう

努める、としています。次ページには、平成20年度中小企業者向け契約目標を各省各庁ごとに数値化した

表を掲載しています。
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トピックス

平成20年度中小企業者向け契約目標
（単位：億円）

各省各庁等名 官公需総予算額 中小企業者向け契約目標額
物件 工事 役務 計 物件 工事 役務 計

衆 議 院 38 18 83 138 21 10 46 76
参 議 院 4 13 20 37 2 7 10 19
最 高裁判所 56 134 163 353 35 55 67 157
会 計検査院 3 0.4 15 18 3 0.4 8 11
内 閣 府 275 480 421 1,175 87 249 135 471
総 務 省 146 5 178 329 54 3 62 119
法 務 省 499 175 622 1,297 354 40 278 672
外 務 省 15 1 72 87 10 1 47 58
財 務 省 194 361 622 1,177 119 228 255 602
文 部科学省 446 6 130 582 419 1 58 477
厚 生労働省 1,145 463 2,431 4,040 853 300 1,394 2,547
農 林水産省 157 1,967 838 2,963 129 1,252 603 1,983
経 済産業省 19 6 123 148 15 5 69 90
国 土交通省 959 22,538 5,994 29,491 546 11,723 2,879 15,148
環 境 省 15 51 203 269 11 35 147 193
防 衛 省 7,239 1,641 2,624 11,505 1,888 961 678 3,526
国 計 11,211 27,860 14,541 53,612 4,545 14,868 6,737 26,149
公 庫 等 計 10,751 9,191 9,097 29,039 6,839 3,916 5,228 15,983
国 等 計 21,962 37,051 23,638 82,651 11,384 18,784 11,964 42,132
（注）計の欄の金額は、各省庁等から平成20年度の見込みとして提出されたそれぞれの金額の積み上げであるが、端数処理のため、

合致しない場合がある。
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トピックス

最低賃金法が改正されました

　「最低賃金法の一部を改正する法律」が平成20年７月１日から施行されました。今回の改正においては、

すべての労働者について、最低限度の賃金水準を保障する役割を地域別最低賃金が担うこととし、その決

定基準や罰則の見直しを行うとともに、産業別最低賃金のあり方や派遣労働者への適用関係などについて

改正を行うこととしたものです。主な改正点は以下のとおりです。

（地域別最低賃金の決定）

・今回の改正で、地域別最低賃金は賃金の最低限度を保障するセーフティネットとして位置付けられ、決

定については、「地域別最低賃金は、あまねく全国各地域について決定されなければならない」として

地域別最低賃金の決定を都道府県労働局長に義務付けることとなりました。

（罰則の強化）

・地域別最低賃金額以上の賃金が支払われない場合の使用者に対する罰金額の上限が2万円から50万円に

引き上げられました。

（産業別最低賃金の決定）

・産業別最低賃金については、関係労使の申出を要件として決定されることが明確にされました。さらに、

地域別最低賃金を上回ることとされました。

（派遣労働者への最低賃金の適用）

・派遣労働者には、派遣先の地域別（産業別）最低賃金が適用されることになりました。

〈参考〉鹿児島県の最低賃金（時間額）619円
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暑中お見舞い申し上げます
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暑中お見舞い申し上げます

自動車事故費用共済（旧 自動車事故見舞金共済）

☆ 自動車保険等に関係なく契約者（あなた）にお支払いします。
☆ わずかな掛金で安心運転
　　 普通車・・・1,000 円（月々）
　　 軽自動車・・・550 円（月々）

☆ 自動車保険等に関係なく契約者（あなた）にお支払いします。
☆ わずかな掛金で安心運転
　　 普通車・・・1,000 円（月々）
　　 軽自動車・・・550 円（月々）

死亡事故共済金 死亡300万円

死亡30万円

12万円～300万円

死亡臨時費用共済金

後遺障害事故共済金

入通院共済金
入院（１名１日につき）4,500円
通院（１名１日につき）2,250円

入通院臨時費用共済金 ３万円

対物事故共済金 ３万円

契約者側が事故の日から180日以内に死亡したとき契約者へお支払いします。
（１事故300万円が限度）

契約者側に過失がある自動車事故で相手が死亡したとき契約者へお支払いし
ます。（１事故300万円が限度）

契約者側に過失があり双方に事故の日から180日以内に後遺障害が生じた場
合契約者へお支払いします。（１事故300万円が限度）

契約者側に過失がある事故により相手側に負傷が生じ通算３日以上の入通院が
あったとき契約者にお支払いします。

契約者側に過失があり、相手側に対して経済的負担が２万円以上の場合に限り
契約者にお支払いします。（年１回を限度）

契約者側が負傷のとき契約者へお支払いします。
①複数名負傷の場合は日額18,000円が限度となります。
②実入通院日数が365日か300万円が限度となります。
後遺障害事故共済金と入通院共済金は重ねてお支払いします。
（１事故300万円が限度）

新設

新設

増額
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暑中お見舞い申し上げます

・飲酒運転は、絶対にやめましょう。
・未成年者の飲酒は法律で禁じられています。
・健康の為、飲みすぎに注意しましょう。
・妊娠中、授乳期の飲酒はお控え下さい。
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暑中お見舞い申し上げます
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暑中お見舞い申し上げます
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暑中お見舞い申し上げます

平成19酒造年度鹿児島県本格焼酎鑑評会
平成20年度熊本国税局酒類鑑評会

優等賞W受賞

鹿児島県志布志市志布志町安楽215番地
TEL 099-472-1184　FAX 099-472-3800
URL http://www. wakashio. com
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暑中お見舞い申し上げます

暑中お見舞い申し上げます

暑中お見舞い申し上げます

名瀬港港湾運送事業協同組合
理事長　里美　弘壽

理事：叶　隆典、有村　忠洋、田中　貴之

〒894-0035　鹿児島県奄美市名瀬塩浜町17番５号

電話・FAX：0997-52-0088
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暑中お見舞い申し上げます
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暑中お見舞い申し上げます
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暑中お見舞い申し上げます

丸　元　正　樹
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暑中お見舞い申し上げます

橋
口�

享
児

和風レストラン かいなんぷう

〒892‒0817 鹿児島市小川町15‒１
TEL：099‒239‒4111
FAX：099‒239‒4112
http：//u-hotel.co.jp
駐車場完備●480台収容（ご利用の方無料）

鹿 児 島

いつもハートでウェルカム

暑中お見舞い　申し上げます

天
文
館

いづろ通り 朝日通り 市役所前 水族館口 桜島桟橋通 鹿児島駅前

空港リムジン
市役所前
バス停（乗車）

空港リムジン
金生町
バス停（降車）

三越 山形屋
市役所

日通

ドルフィンポート 北埠頭 桜島フェリー
かごしま水族館

Ｊ
Ｒ
鹿
児
島
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み
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暑中お見舞い申し上げます

郵便局株式会社鹿児島西郵便局

局　長 藤　﨑　雄　三

職員一同

〒891-1299　鹿児島市小山田町39-2

TEL  099-238-2557

FAX  099-238-4517

キヤノンシステムアンドサポート株式会社
南九州支店　鹿児島事業所

支店長 榎　本　英　司

〒890-0062　鹿児島市与次郎1-5-2

TEL  099-253-6818

FAX  099-253-6830

　中小企業庁では、様々な経営目標・経営課題を持つ中小企業において、ＩＴ化を図る上での具体的
な指針を示し、中小企業におけるＩＴ化促進を図ることを目的として、下記の内容にて「ＩＴ経営ガ
イド」を公開することといたしました。
１．中小企業においては、大企業と比較してＩＴの有効活用がなされていない場合が多いのが実態で
す。このため、中小企業の視点に立ち、経営目標や課題に対応した効果的なＩＴ導入、利活用をど
のように進めればよいかについて、中小企業が抱える経営課題や困り事に応じた内容を分かり易く
示したＩＴ経営ガイドが策定されました。
２．本ガイドは、中小企業のＩＴ経営戦略の策定に携わる者自身のみでなく、中小企業を外部から支
援する者の双方が活用できることを想定しています。

詳細につきましては下記をご覧ください。
　http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/it_keiei/index.html
（お問い合せ先）
　中小企業庁経営支援部技術課
　担当者：堀江
　電　話：０３－３５０１－１８１６（直通）

一口メモ　～ IT経営ガイドの公開について～
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中央会の動き

平成20年度情報連絡員会議

　平成20年度情報連絡員会議が６月18日
（水）、鹿児島市の「アクアガーデンホテル福
丸」にて開催された。会議では、５月に全国
中央会から発表された「４月の中小企業月次
景況調査」について配付された資料をもとに
概略が説明された。また、鹿児島県の５月の
情報連絡員からの報告内容及び各指標の過
去１年間の推移が説明された。
　次に、マニュアルをもとに、情報連絡員が
毎月提出している情報連絡票の記載要領についての説明が行われた。
　最後に出席者での意見交換及び懇談が行われた。その中で業況の厳しさを指摘する声が多く、特に原油
価格高騰や原材料価格高騰を嘆く声が目立った。高騰分を販売価格等に転嫁できず、収益が圧迫されてい
る中小企業の現状が浮き彫りとなった。各連絡員は、それぞれの業界の厳しい状況を直接肌で感じており、
今回の会議が活発な意見交換の場となり、終了予定時刻を超えるほどであった。

中央会に新規学卒者採用枠拡大要請

　７月４日（金）、来春の新規学卒者の採用枠拡大要請
のため、覺正寛治鹿児島労働局長、六反省一鹿児島県商
工労働部長、原田耕藏鹿児島県教育長が中央会を訪れ
た。
　この中で六反省一県商工労働部長が「今春の新規高卒
者の県内就職決定率は95.5％と、６年連続で前年を上回
ることができました。しかしながら、県外企業への就職
が全体の半数を超える状況であり、また、いまだ未就職
者が107人発生するなど高校生にとって県内の就職環境
は依然として厳しいものがあります。また、県内雇用に
おいても５月の有効求人倍率が前月と同じ0.58倍と横ば
いとなったものの、全国の有効求人倍率と比べ依然とし
て低い水準で推移しています。中央会においても、21世
紀の郷土鹿児島の発展を担う優秀な人材確保の契機と捉
えていただき、高校生をはじめとする新規学卒者が一人
でも多く採用されますように、新規学卒者の採用枠拡大
及び採用選考の早期実施につきまして会員組合に対し勧
奨していただきたい。」との要請書を提出し、協力を要
請された。
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ビアホール
　17:00～23:00（オーダーストップ21:00）

・飲み放題
・おまかせ料理２品付き
　（他にもメニューがございます）
　お一人様　2,500円（税込）

夏のひと時を
生ビールを飲みながら語り合い
約40種類の県内焼酎・ワイン
等で楽しい時間をお過ごし下さい 〒892‑0845　鹿児島県鹿児島市樋之口町8‑2

(URL)http://palacein.com　(E‑mail)palacein@palacein.co m

鹿児島の夜を満喫

Bistro Gosso

インフォメーション

中小企業組合検定試験のご案内

　12月６日（日）中小企業組合検定試験が行われます。この試験制度は、全国中小企業団体中央会が組合
の職務の遂行及び指導に必要な知識に関する試験を行い、その合否を決定し、公表します。また、試験に
合格したものの中から、組合及びこれに準ずる機関において一定の実務経験を有する者に対し「中小企業
組合士」の称号を与えることにより、組合の役職員等の資質の向上を図り、もって組合の健全な発展を図
ろうとするものです。現在、中小企業組合士の称号を持つ人は3,559名おり、それぞれの分野で活躍され
ています。
　受験資格：受験資格は特にありません（組合士として認定されるには組合等での実務経験が必要です。）
　試験期日：平成20年12月７日（日）
　願書受付期間：平成20年９月１日（月）～10月15日（水）
　受験料：5,000円
　受験申込等お問い合せ先：鹿児島県中小企業団体中央会（TEL　099-222-9258）

鹿児島市からの雇用枠拡大についてのお願い

　今回の特集「若者と中小企業とのネットワーク構築事業について」でも紹介しましたように、若者の雇
用情勢については厳しいものがあり、大きな社会問題となっております。鹿児島県・鹿児島市においても
例外ではなく、今回鹿児島市より下記の内容のお願いが中央会に対してありました。
　「雇用情勢につきましては、改善に足踏みがみられるとともに、地域間や業種間で格差が生じており、
最近の有効求人倍率では、全国が0.9倍台であるのに対し、鹿児島公共職業安定所管内では0.5倍台まで低
下するなど、引き続き厳しい状況にあります。また、今年３月の新規高卒者の就職状況につきましては、
改善傾向にあるとはいえ、依然として就職が決まらないまま卒業していく生徒がおり、さらに、既卒の若
年層につきましても、フリーター数は減少傾向にあるものの、依然として高い水準にあります。
　このような状況は、若者の将来はもとより、今後の地域経済の発展にも悪影響を及ぼす要因となること
から、官民一体となってこの対策に取り組む必要があります。
　つきましては、景気の先行きにつきましては、不透明感がございますが、雇用枠の拡大について深いご
理解を賜り、新規学卒者をはじめ、１人でも多くの若者に本市での雇用の道が開かれるよう会員組合に対
し勧奨していただきたい。」とのお願いでありました。



中小企業かごしま／2008.7

21

インフォメーション

原油等価格高騰対策について

　最近の原油価格及び原材料価格の高騰を受け、緊急対策関係閣僚会議が開かれ、緊急対策を講ずること

とし、今後政府一体となって実施に取り組むこととなりました。主な対策は下記のとおりです。

　（中小企業対策）

政府系金融機関による円滑な資金供給を行う。特に、中小企業金融公庫及び国民生活金融公庫による
セーフティネット貸付（経営環境変化対応資金）について、融資限度額の別枠・倍増化、元本返済据
置期間の延長を緊急に図る。商工中金についても、元本返済据置期間の延長など、セーフティネット
貸付の強化を緊急に図る。

　また、九州経済産業局では、ガソリン・軽油に関する相談を受ける「ガソリン・軽油に関する相談窓口」

及びガソリン・軽油販売関連の中小企業者を対象とした、「ガソリン・軽油販売関連中小企業金融支援対

策特別相談窓口」を設置しています。

「ガソリン・軽油に関する相談窓口」

電話　０９２－４８２－５４７６

■受付曜日　平日：月曜日から金曜日

■受付時間　９：３０～１７：１５

「中小企業金融支援対策特別相談窓口」

（ガソリン・軽油販売関連）

電話　０９２－４８２－５４４７

■受付曜日　平日：月曜日から金曜日

■受付時間　９：３０～１７：１５
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近畿日本ツーリスト
鹿児島支店　支店長 南 泰行

〒892-0842
鹿児島市東千石町1-1第８川北ビル１階

TEL：099（223）4891
FAX：099（227）3202

事務局インタビュー

組
合
員
で
も
使
用
で
き
る
仕
組
み
で
す
。

　

次
に
、
組
合
で
の
工
事
が
あ
り
ま
す
。
全
体
の
事
業

か
ら
見
た
ら
わ
ず
か
な
割
合
で
す
が
、
組
合
所
属
の
従

業
員
が
日
々
鍛
練
し
、
工
事
業
務
に
励
ん
で
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
組
合
員
の
共
同
施
設
と
し
て
４
つ
の
倉
庫

が
あ
り
、
資
材
置
き
場
と
し
て
貸
し
て
お
り
、
そ
の
賃

料
が
収
益
の
一
部
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
組
合
員
が
何
か
を
仕
入
れ
る
際
は
、
個
別
に

仕
入
れ
る
と
そ
の
費
用
が
大
き
な
負
担
と
な
り
ま
す

が
、
当
組
合
で
は
組
合
と
し
て
ま
と
め
買
い
し
て
い
ま

す
の
で
金
額
が
抑
え
ら
れ
ま
す
。」

■
業
界
の
状
況
は
ど
う
な
っ
て
い
ま
す
か
？

　
「
ど
の
業
界
も
厳
し
い
と
い
う
話
は
良
く
聞
き
ま
す

が
、
リ
ー
ス
業
界
と
り
わ
け
建
設
機
材
・
資
材
リ
ー
ス

業
界
は
業
況
変
わ
ら
ず
と
い
う
感
じ
で
し
ょ
う
か
。
と

い
う
の
も
こ
の
業
界
は
、
新
た
に
何
か
を
購
入
す
る
た

め
に
資
金
を
投
じ
る
と
い
う
こ
と
は
少
な
く
、
元
々
保

有
し
て
い
る
も
の
を
リ
ー
ス
す
る
の
で
、
景
気
変
動
の

影
響
を
受
け
に
く
い
の
で
す
。
最
近
、
大
き
な
問
題
と

し
て
新
聞
等
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
原
油
高
騰
に

関
し
て
も
、
当
組
合
に
直
接
関
係
が
あ
る
の
は
、
ト

ラ
ッ
ク
で
資
材
を
運
ぶ
時
の
燃
料
代
く
ら
い
で
す
。」

■
最
後
に

　
「
先
ほ
ど
こ
の
業
界
は
業
況
変
わ
ら
ず
と
お
伝
え
し

ま
し
た
が
、
厳
密
に
い
う
と
、
企
業
単
独
で
リ
ー
ス
業

を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
、
厳
し
い
経
営
環
境
に
あ

る
企
業
も
存
在
す
る
と
聞
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
話
を

聞
く
度
に
、
共
同
で
活
動
し
、
助
け
合
え
る
と
い
う
組

合
の
強
み
を
痛
感
し
ま
す
。

　

今
後
も
こ
の
強
み
を
活
か
し
、
積
極
的
な
事
業
活
動

を
行
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。」

取
材
メ
モ

　

当
日
は
予
定
よ
り
早
く
着
い
た
た
め
、
敷
地
内
を
し

ば
ら
く
見
て
い
る
と
、
従
業
員
の
方
々
が
黙
々
と
足
場
等

の
資
材
を
運
ん
で
い
る
姿
が
目
に
入
り
ま
し
た
。
こ
の
よ

う
な
力
強
い
従
業
員
一
人
一
人
に
支
え
ら
れ
て
い
る
組
合

な
の
だ
と
感
じ
な
が
ら
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
臨
み
ま
し
た
。

組合事務局
　　インタビュー
組合事務局
　　インタビュー 17

第

回

事務局長

和志武 隆一氏

組合の概要
　●代表理事　内村　實
　●所 在 地　鹿児島市南栄2－8
　●組合員数　４人
　●出 資 金　14,400,000円

錦江建設資材工業協同組合
■
組
合
の
沿
革
を
教
え
て
く
だ
さ
い

　

｢
建
設
資
材
の
共
同
購
入
を
目
的
に
、
鹿
児
島
市
内
の
建

築
業
者
４
社
が
、
昭
和
44
年
12
月
５
日
に
当
組
合
を
設
立
し

ま
し
た
。

　

私
が
当
組
合
に
入
っ
た
の
は
16
年
前
な
の
で
す
が
、
当
時

は
ま
だ
赤
字
続
き
で
し
た
。
と
い
う
の
も
当
時
は
、
資
材
を

他
か
ら
借
り
て
く
る
再
リ
ー
ス
中
心
だ
っ
た
の
で
、
収
益
が

少
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
の
後
、
他
か
ら
借
り
ず
に
自
己

リ
ー
ス
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
徐
々
に
黒
字
化
す
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。」

■
取
り
組
ん
で
い
る
事
業
・
活
動
を
教
え
て
く
だ
さ
い

　
「
組
合
で
行
っ
て
い
る
主
な
事
業
と
し
て
、
ま
ず
は
建
設
資

材
・
機
材
の
賃
貸
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
賃
料
収
入
と
、
資
材
・

機
材
の
現
場
ま
で
の
運
搬
及
び
回
収
に
よ
る
運
賃
収
入
が
収

益
の
主
な
柱
で
す
。
資
材
と
し
て
は
、
他
社
が
良
く
使
う
低

層
建
物
用
の
一
側
足
場
で
は
な
く
、
高
層
建
物
用
の
枠
組
足

場
が
中
心
で
す
。
建
設
機
材
と
し
て
は
、
工
事
用
エ
レ
ベ
ー

タ
ー
・
タ
ワ
ー
ク
レ
ー
ン
・
仮
設
事
務
所
・
仮
設
ト
イ
レ
な

ど
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
一
つ
一
つ
単
独
で
と
い
う
よ
り

は
、
い
く
つ
か
を
セ
ッ
ト
で
リ
ー
ス
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
リ
ー
ス
資
材
・
機
材
の
修
理
を
当
組

合
所
属
の
従
業
員
自
ら
が
行
っ
て
い
ま
す
。
専
門
的
な
知
識
・

技
術
を
要
し
ま
す
の
で
、
従
業
員
は
日
々
の
業
務
を
通
し
て

技
術
の
向
上
に
励
ん
で
い
ま
す
。
ま
た
、
資
材
そ
の
も
の
の

生
産
は
今
は
行
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
現
在
置
い
て
あ
る
も
の

は
、
各
組
合
が
持
ち
寄
っ
た
も
の
で
、
賃
料
を
払
え
ば
ど
の
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業界情報

業界情報（平成20年６月情報連絡員報告）
製 造 業

奄美信用組合
理事長　安　忠雄

〒894-0025 奄美市名瀬幸町６番５号
TEL 0997-52-7111
FAX 0997-53-5211

郷土の暮らしを見つめる
し　ま

味噌醤油製造業
原材料の値上がりは、止まるところを知らずという感じ
で上がり、現在は高値のまま落ち着いている。製品価
格は県外大手メーカーを中心に県内量販店でも値上げ
された。県内中小メーカーでも、値上げ前の仮需はあっ
たが、限定的なものであった。
酒類製造業

（平成20年３月分データ。単位㎘・%）
区　分 H19.3 H20.3 前年同月比
製成数量 20,272.4 20,222.8 99.8

移 出
数 量

県内課税 5,840.4 5,669.9 97.1
県外課税 7,472.3 7,822.5 104.7
県外未納税 5,186.6 4,545.4 87.6
在庫数量 253,732.0 258,633.7 101.9

蒲鉾製造業
主原料のスケソースリミの高値が続いている。特に高級
品が不足で金を出しても買えない状況。また、４月まで
に何らかの形で値上げしている企業が８割くらいあり、
夏までには全社が値上げするようである。
鰹節製造業
売上高は少し増加してきてはいるが、原料が高くなって
きており、生値１kg200円台の価格で推移している。ま
た、原料も依然として品薄状況である。業界は厳しい状
況が続いている。
菓子製造業
原材料の一部を中国からの輸入に依存していたが、それ
が全く入荷しないので困惑の度合いも大きい。また、値
上がりも続き、さらに消費者の菓子購買力も鈍っている
ようで、一ヶ月遅れの節句用菓子の需要も最低である。
本場大島紬織物製造業
４月の検査数1,247反、対前年同月比86.5％（194反減）。
木材・木製品製造業
５月の全国住宅着工戸数は前年同月比マイナス6.5％で11
か月連続マイナス。しかし、九州地区に限ればプラス
4.3％と４か月ぶりのプラス。改正建築基準法の影響は薄
れたと言われているが、今度は景気の低迷、資材価格の
高騰、ローン金利の上昇などで個人の住宅購入は手控え
気味である。６月下旬には県内大手の建設会社の破たん
もあり、一寸先は分からない状況下にある。出材量も減
少傾向にあり、価格も底ばいである。
素材生産業・製材業・材木卸売業
住宅着工数が回復せず、木材の需要不振、材価低迷が
続いている。また、原油高により木材乾燥コストが上
がっているが、材価に転嫁できず、乾燥材生産工場は苦

慮している。ただ、製紙用チップは、品不足から入荷規
制がなくなり、価格も小幅ながら引上げられており、チッ
プ業界は活力を取戻しつつある。
生コンクリート製造業
６月の出荷量は101,039㎥、対前年比75.5％。特に減少し
た地域は、串木野、宮之城、出水、種子島、甑島。官公
需は、55,533㎥、対前年比74.1％となり公共工事が減少。
民需は、45,506㎥、対前年比77.4％となり、特に鹿児島地
区の落込みが大きい（対前年比61％）。
コンクリート製品製造業
６月の出荷トン数は、2,210トン、対前年度比56.8％であっ
た。出荷量は県内全地域において減少し、特に南薩地区
においては対前年度比36.3％となった。公共事業におけ
る当組合の６月度の受注も低調に推移している。
機械金属工業
単価の下落、原材料の高騰、運送コストの急騰のトリプ
ルパンチに見舞われて、息も絶え絶えである。
仏壇製造業
海外輸入仏壇内訳（主たる輸入国：中国・ベトナム・タ
イ等）、平成20年３月17,429本、４月19,637本、５月
23,490本、2008年累計100,984本。金相場の上昇に、石油
価格の値上げが重なり、経営はますます厳しい。
印刷業
とどまるところを知らない感のある原油価格高騰や諸材
料の値上げに、価格転嫁も容易ではなく、対応に困窮を
極めている現状である。中でも紙の値上げ問題は深刻
で、業界全体に大きな影響を与えている。何とか打開策
を見つけるべく自助努力も含め、好転の兆しを望みたい。
卸売業
ガス輸入価格高騰続きで業界も末端消費者も厳しさは同
じである。今回の北海道洞爺湖サミットの焦点「どうな
る？地球温暖化」を新たなビジネスチャンスの到来と捉
え、地球環境にやさしいLPガスを最大限にアピールし、
この事態から一歩でも脱却を図りたい。
燃料小売業
今日、ガス原産国からのＬＰガス国内輸入価格は最高値
を更新し続け、今まで経験したことのないまさに大暴騰
という事態が到来している。このような状況下、ＬＰガ
ス業界はオール電化等競合エネルギー間競争の狭間に立
たされており、価格転嫁への対応に苦慮し、これが大き
く経営を圧迫している。
中古自動車販売業
非常に厳しい。ガソリンの高騰がいつまで続くのか、今
後が懸念される。
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業界情報

非 製 造 業
青果小売業
前年同月比104.7％、前月比95.6％。

農業機械小売業
昨年度の水稲作柄は早期・普通共に不良で、農機に対す
る購買意欲は減退している。本年度は天候が良く、早期
作は順調な発育が予想されており、普通作も良いのでは
と推察される。大手販売店が昨年と比べて横ばいの売上
高なのに対して中小販売店は減少しており、格差の広が
りが一段と進展している。

石油販売業
原油は４月初め100ドル / バレルの大台に乗り、５月２
割アップ、６月４割アップと急騰した。世界的な景気の
動向や地政学的リスクを背景に上昇しており、しばらく
この状況が続くことが予想される。この煽りを受けて卸
価格の大幅アップと需要減少が引き起こされ、廃業者も
増えつつある。

鮮魚小売業
最近の水産業界新聞を見ると、灯油高が直撃し採算確保
が困難となり、７月15日に漁業・養殖業者の一斉休業を
実施するとの報道があった。最近の市場は、以前の活気
あふれた威勢の良い声も聞かれず閑散とした場所に変わ
り、小売業者の方々も納品に必要な「さかな」だけ買い、
早々に帰る。小売はほとんど売れない。

商店街（霧島市）
５月連休明けから続く売上減少は悪化する傾向に感じ
る。また、ガソリンの値上げなども影響し、消費者の買
い控えも目立つように思う。街中であちこち移動するよ
りも、一箇所で済む大型ショッピングセンターに向かっ
ているようである。商店街の店舗や事業所等に関し、最
近特に、廃業や倒産等を身近に見聞きする。

商店街（薩摩川内市）
年金支給の月は少し売れるようである。商店街のお得意
様は年配者だと思える。

商店街（鹿児島市）
４月末で２店舗閉鎖

商店街（鹿屋市）
７月６日にオープンした「まちなかキッチン」の初日は、
鹿屋市漁協で200名の来客があり大盛況だった。売上は、
前売り・当日で50万円ほどで、通い客も増加した。

サービス業（旅館業 /県内）
６月の前半はやや好調に推移したが、後半は天気等の影
響もあり売上の落ち込むところが多かった。原油高の影
響で、光熱費・食材費・リネン代など様々な物が値上げ
されているが、全国的な低価格競争の中で、宿泊料等に
転嫁できず収益が悪化している傾向が見られる。

旅行業
篤姫関連の個々の史跡における観光客数は増加し賑わい
を見せているが、直接観光業者の収入には結びついてい
ない現状である。春の観光シーズンに引き続き、団体客
は動かず、厳しい状態が続いている。

自動車分解整備・車体整備業
６月は極端に暇な状況。ガソリン価格高騰の影響でユー
ザーが車の利用を控える傾向にある。

電気工事業
新年度に入り３か月が過ぎようとしているが、公共工事
は依然として件数も少なく、また、金額も小さく、落札
率も低下している。民間工事も少しは出てきているが、
工事金額が安く、下請けになると収益の取れる工事はほ
とんどない状態である。

内装工事業
６月のラベル売上数は、カーテンラベル対前年同月比
254.7％で大幅に増加、壁装ラベル対前年同月比62.1％で
大幅に減少、じゅうたん等ラベルも対前年同月比29.1％
で大幅に減少となった。４月～６月までの総枚数で対前
年と比べてみると３割減少となっている。やはり動きが
鈍く、景気は非常に悪い。内装工事業界は、厳しさが増
しているように感じられる。

管工事業
公共工事の設計積算単価と市況との価格差が一段と高
まっており収益をせばめている。

建設業（鹿児島市）
廃業・倒産・ダンピング受注・従事者の減少・高齢化な
ど環境の悪化が著しい。この状況の中、国・県の単品ス
ライドについては、わずかでもありがたい事である。

建設業（出水市）
公共事業予算の大幅な縮減に伴い、激しい受注競争が見
られる。また、原油価格の高騰に伴う資材価格・運賃等
の上昇により、収益が低下している。そして、道路特定
財源の一般財源化による地方道路整備・臨時交付金等へ
の影響が懸念される。

貨物自動車運送業
６月に入り、主燃料である軽油が過去に例がないほどの
最高値を更新し、運送業は採算が取れない状態が続いて
いる。国土交通省の指導に基づき、燃料サーチャージ制
（軽油価格変動調整金）を図っているが、荷主がどこま
で理解してくれるか不安である。

運輸業
天候不順により客の動きも悪く売上が減少した。また、
廃業者が出たことにより組合費が減少した。



中小企業かごしま／2008.7

28

中央会関連主要行事予定

【編集後記】
　今回の特集でも紹介しましたが、７月11日（金）に合同就職面接会
が開催されました。当日、会場に取材に行ったのですが、参加者の積
極的な姿勢に、学生時代、私自身が就職活動をしていた頃を思い出し
ました。当時、就職氷河期ということで新聞等でも報じられましたが、
現在も就職活動は容易ではないと感じました。中央会の職員として、
このような面でも貢献していく必要性を実感しました。

中央会関連主要行事予定

「第112回中小企業景況調査」の結果について
　経済産業省・中小企業庁・独立行政法人中小企業基盤整
備機構は、６月27日、「第112回中小企業景況調査（2008年
４－６月期）」の結果を公表しました。
　同調査は、全国の中小企業19,014社を対象に、都道府県中
央会の情報連絡員等がヒアリングを行い、中小企業の業況
判断、売上及び経常利益等の平成20年４～６月期実績及び
平成20年７～９月期見通しについてとりまとめたものです。
　同調査結果によると、全産業の業況判断 DI が９期連続
（製造業；６期連続、非製造業；７期連続）してマイナス幅
が拡大したほか、原油・原材料価格の高騰の影響により、「原
材料・商品仕入単価DI」と「売上単価・客単価DI」の差が、
調査開始以来の最大幅を５期連続して更新した、としてい
ます。

※DI＝業界の景況ついて「良いと答えた企業」の割合から
「悪いと答えた企業」の割合を引いた値。

（例）総回答数20（割合＝100％）
　良いと答えた企業　　15（割合＝75％）
　悪いと答えた企業　　 5（割合＝25％）

　DI ＝「良い」－「悪い」＝75－25＝50

【第52回中小企業団体九州大会】
　　日　時：平成20年９月11日（木）　15:00～16:30
　　場　所：宝山ホール（鹿児島県文化センター）
大会テーマ：「主役は中小企業！
　　　　　　 活かそう資源　地域で創る新時代 ｣
記念講演　13：15～14：45
　「人生先発完投～人生は夢と挑戦のマウンド～」
　　講　師：村田兆治氏（野球評論家）
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